
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

関東地方整備局の取組み

関東地方整備局 建政部 建設産業第一課

令和８年２月

労務費に関する基準ポータルサイト
（https://roumuhi.mlit.go.jp/）

第三次・担い手３法ポータルサイト
（https://ninaite-sanpo.mlit.go.jp/）



１．建設業の現状
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建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に､地域経済・雇用を支え､災害時には、

最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える大きな役割を担う

【ミシシッピ川に係る
高速道路橋の落橋
事故（2007年米ミネソタ州）】
（出典：MN/DOT)

香川・徳島県境無名橋
（鋼２径間単純トラス橋）の
落橋（２００７年）

【インフラメンテナンスの必要性】【災害の応急対応】

▼社会資本の老朽化による被害

建設産業の役割

【通行不能の交差点での応急工事】
（国道443号寺迫（益城町））

【道路啓開（倒木、崩壊土砂の撤去）】
（県道45号阿蘇講公園菊池線）

建設産業の役割

○（一社）熊本県
建設業協会

地震直後より、
熊本県との
「大規模災害
時の支援活
動に関する協
定」により支
援活動を実
施

○（一社）仙台建設
業協会 3月11日地震
直後より避難所の
緊急耐震診断等を
実施。同日午後6時
には若林区の
道路啓開作業を開始

作
業
後

東日本大震災

熊本地震

2



32.4

36.7

16.9

11.7

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
1
0

H
1
1

H
1
2

H
1
3

H
1
4

H
1
5

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

全産業（５５歳以上）

建設業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業（２９歳以下）

○建設業就業者は、55歳以上が36.7％、29歳以下が11.7%と高齢

化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。

出典：総務省「労働力調査」 （暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１※２

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※１ 平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値 ※２ グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない）

建設業就業者の現状

建設業：５５歳以上は約４割

全産業（５５歳以上）

建設業：２９歳以下は約１割

全産業（２９歳以下）455 331 300
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建設業従事者数と全産業に占める割合の推移

技能者 技術者
管理的職業・事務従事者 販売従事者等

全産業に占める建設業従事者の割合

477

（％）

＜就業者数ピーク＞ ＜建設投資ボトム＞ ＜最新＞

○建設業就業者： 685万人（H9） → 504万人（H22） → 477万人（R6）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 39万人（R6）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  300万人（R6）

（万人）

685

504
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年齢階層別の建設技能者数

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１(25.8%)を占めており、10年後にはその⼤半が引退することが⾒込まれる。
○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12％程度。若年⼊職者の確保・育成が喫緊の課題。

出典：総務省「労働力調査」（令和６年平均）をもとに国土交通省で作成※
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・建設業は、他産業より賃⾦が低く、就労時間も⻑いため、担い手の確保が困難。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

（ 参 考 １ ） 建 設 業 の 賃 金 と 労 働 時 間

建 設 業 ※ 4 3 2 万 円 / 年 2 , 0 1 8 時 間 / 年
全 産 業 5 0 8 万 円 / 年 1 , 9 5 6 時 間 / 年

（ 参 考 ２ ） 建 設 業 就 業 者 数 と 全 産 業 に 占 め る 割 合 (  ) 内

[ H 9 ] 6 8 5 万 人 （ 1 0 . 4 ％ ） ⇒  [ R 5 ]  4 8 3 万 人 （ 7 . 2 ％ ）

背景・必要性

出典： 総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への
しわ寄せ防止
働き方改革・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁
賃⾦の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ 3 . 1 % ）（ ▲ 1 5 . 0 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和５年度）

概要

○労働者の処遇確保を建設業者に努⼒義務化
国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○「労務費に関する基準」の勧告
・中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と⾏き渡り
 ・著しく低い労務費等による⾒積りや⾒積り依頼を禁止
    国土交通⼤臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代⾦等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努⼒義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

○⻑時間労働の抑制
 ・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）
○ICTを活用した生産性の向上

・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努⼒義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

令和６年法律第４９号
令和６年６月14日公布

⻩⾊部分：令和７年12月12日施行
それ以外：令和６年施行済１．労働者の処遇改善

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律（概要）

令和６年施行により中建審に作成権限が付与
→令和７年12月２日に作成され、実施が勧告
された

３．働き方改革と生産性向上
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２．担い手の確保に向けた取組
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【参加者】
業界団体︓⽇建連関東⽀部、管内１都８県建設業協会、中⼩建設業協会（東京、神奈川、横浜）、関東建専連
自治体 ︓管内１都８県、５政令市の建設業許可部局、発注担当部局
関東地整︓企画部、営繕部、建政部

【開催日】
第１回 ︓ 令和７年２⽉17⽇ ･･･ 現状・課題の認識や取組の共有
第２回 ︓ 令和７年６⽉ ６⽇ ･･･ 建設業の担い⼿確保に向け連携して取り組む事項について認識共有

関東甲信地域における建設業の担い手の確保に関する意見交換会

地域の守り⼿である建設業の持続的な発展に向けて、担い⼿の確保に関するそれぞれの現状・課題の認識や取組を共有し、官⺠⼀体となった取組を推
進するため、関東甲信地域における建設業団体、都県・政令市、関東地⽅整備局が⼀堂に会して意⾒交換会を実施し、第⼆回目において「建設業の
担い手確保に向け連携して取り組む事項について」申し合わせを取り交わし、週休２⽇の推進及び効果的なＰＲの実施を関係者⼀丸となって推進して
いくこととされた。

■“建設業における魅⼒ある労働環境を実現する”ための週休2日の推進
• 関東地整、都県・政令市は、発注⼯事において元請企業から下請企業まで週休２⽇が実現されるよう、必要な取組を推進する。その際、都県・政令

市は自らのすべての部署（教育委員会等）の発注⼯事が週休２⽇となるよう推進する。
• 関東地整、都県は、管内の区市町村⻑等に対し、各区市町村発注⼯事における週休２⽇の実現に向け取り組むことを要請する。
• 関東地整、都県・政令市、建設業団体は、⺠間発注者の団体となる経済団体（商⼯会議所等）に対して様々な機会を活⽤して、担い⼿３法の

趣旨を踏まえ⺠間発注⼯事における週休２⽇や適正⼯期の実現に向け取り組むことを要請する。
• 建設業団体は、元請企業から下請企業まで週休２⽇が実現されるよう、都県単位で建設業団体間の連携を図り、必要な取組を推進する。

■建設業の魅⼒・意義（やりがい）の効果的なPRの実施
• 現場⾒学会や技能実習等のイベントを産・学・官が連携して取り組む。
• 特に⼩・中・高学校の学生、先生及び親を対象としたイベントや出前授業等の機会確保

に努める。
• ＨＰやＳＮＳ、出前講座等を活⽤して防災やインフラ貢献といった建設業の役割の重要

性についての情報発信を⾏う。
• 現場の労働環境改善に取組む（⼯事現場のトイレ改善、休憩スペースの確保など）。

関東地方整備局

開催概要

開催要旨

主な申し合わせ事項

第２回意⾒交換会

廣瀬技監挨拶岩﨑局⻑挨拶※ 第２回において本取り組みを後押しすべく、国⼟交通本省の廣瀬技監も出席
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関東地方整備局
担い手確保に関する意見交換会リーフレット
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関東地方整備局
担い手確保に関する意見交換会リーフレット
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⺠間発注者団体に向けた働きかけ

関東地方整備局
申し合わせ事項を踏まえた取組

10

意⾒交換会で取り交わした申し合わせ事項を踏まえた現時点における取組は以下のとおり

区市町村に向けた働きかけ
 都県政令市のまちづくり担当部局との意⾒交換会における働きかけ（R7.6〜）
 関東ブロック公契連における周知啓発の実施（R7.8）
 都県公契連への参画による周知啓発の実施（R7.7〜）
 区市町村キャラバンによる周知啓発の実施（R7.8〜）
☞引き続き、様々な場面を活⽤して区市町村への働きかけを継続

週休２日推進に向けた取組

 関東地⽅整備局ＨＰに担い⼿確保意⾒交換会に関するページを開設。今後、幅広に情報発信を実施。

令和７年度 令和８年度
週休２⽇、効果的なＰＲの取組・働きかけ推進関東地整

週休２⽇、効果的なＰＲの取組・働きかけ推進都県政令市

週休２⽇、効果的なＰＲの取組・働きかけ推進業界団体

集約
・

共有
各機関における取組・働きかけを参考に
担い⼿確保に向けた取組を継続

建設業の魅⼒・意義の効果的なＰＲに向けた取組

今後の取組スケジュール

【東京商⼯会議所 ＨＰ】

 ⺠間発注者団体（99団体）に対して意⾒交換会リーフレット、チラシ
の配布を実施（R7.7）

【埼玉県中⼩企業団体中央会 ＨＰ】

各都県の経営者協会、商⼯会議所連合会、中⼩企業団体中央会、
商⼯会連合会を訪問し、⺠間発注者団体への働きかけを実施
（R7.10〜12）

☞



担い手確保・育成 YUMEｰKYOの取組 ～若者講習会～

【午前の部︓座学】（於:ホテルブリランテ武蔵野）

１．YUME-KYO（関東圏専門工事業担い手確保・育成推進協議会とは）

２．協議会の構成員
構成員 ○建設産業専門団体関東地区連合会

○教育機関（工業高校、普通高校）
○（職）全国建設産業教育訓練協会 富士教育訓練センター
○（⼀財）建設業振興基⾦

オブザーバー ○国土交通省（本省・関東地方整備局）
○厚生労働省（本省・埼⽟労働局）
○建設産業専門団体連合会

建設産業専門団体関東地区連合会に加盟する専門工事業団体等が、関東地方整備局管内
の１都８県において、現場で直接施工に携わる技能労働者（担い手）の確保・育成を効
果的に進めるため、建設業の魅⼒を発信し、⼊職促進を図ることなどを目的に設⽴
※⾏政機関はオブザーバーとして参加

３．活動方針
①技能労働者の処遇改善のための具体的取組

・⺠間発注者に対する要請活動
・元請団体に対する要請活動
・専門工事業として取り組むべき方策の検討

②建設産業の魅⼒の発信の強化
・工業高校生を中⼼とした現場⾒学会等への積極的参加
・出前講座の実施
・小中学校をターゲットとした「施工体験」「インフラ教育等」

③技能労働者が夢や希望を描ける社会の実現
・⼊職及び定着のための事業実施
・技能労働者の育成のための事業実施
・専門工事業ごとの技能労働者キャリアアップ作成

【講演】 征矢建設産業第⼀課⻑

若者講習会（R7.7.18）実施状況
（今年で8回目）

出席者︓建設産業専門団体関東地区連合会事務局、建設産業調整官、建設産業第⼀課⻑、建設産業第⼀課
参加者︓若手技能者10名（内 男性9名、⼥性1名（平均23.6歳））

【午後の部︓施設⾒学】東京消防庁都⺠防災教育センター

施設⾒学【講演】 (⼀社)全国クレーン建設業協会神奈川支部事務局⻑
ファイナンシャルプランナー・経営コンサルタント ⼾⽥ 和吾 様
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担い手確保・育成 YUMEｰKYOの取組 ～出前講座～

【座学講義】

【挨拶】佐藤建設産業調整官

第32回出前講座（R8.2.2）実施状況 出席者︓建設産業専門団体関東地区連合会事務局、建設産業調整官、建設産業第⼀課
参加者︓神奈川県⽴磯⼦工業高校 ２年生 25名（男性21名、⼥性4名）

【講演】神奈川建設重機協同組合事務局⻑ ⼾⽥ 和吾 様

⼯業高校建設科の生徒を対象に2015年度から毎年開催されており、建設業界に関する講義と実技実習を通じて専門⼯事業の魅⼒をＰＲし、将来の担い⼿確保に繋げるための取
組み。今回は、神奈川県⽴磯⼦⼯業高校において、クレーン従事者から業界の紹介と魅⼒発信の座学講義を実施した後、校庭に設置されたクレーン⾞及びバックホウを実技実習する
機会が設けられた。

【トークイベント】クレーン従事者との意⾒交換

座学講義では、クレーン業には全国で約１万⼈（うち⼥性約150⼈）従事していること、恵まれた職場環境であること、処遇面が好待遇であること等が紹介された。
参加した高校生からは、クレーン⾞を道路で運転する際に留意していることやクレーンの⾞体価格について質問があがった。

【実技実習】 クレーン⾞操作の様⼦ バックホウ操作の様⼦
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自衛隊における人材確保の取組に係る申合せを締結

13

採用に関する広報の積極的な実施

・国土交通省及び業界団体は、建設業及び建設関連業における必要
又は有用となる資格、勤務環境、処遇、福利厚生、キャリアパス、建設
業及び建設関連業に従事している退職自衛官の活躍事例を示すなど、
労働環境改善に向けた施策の周知や退職予定自衛官向けの採用に
関する広報を積極的に行う。

採用業務説明会等の実施に関する広報の積極的な実施

・国土交通省及び業界団体は、退職予定自衛官が建設業及び建設関
連業に関する知識及び業務内容について理解を深めつつ、建設業及
び建設関連業に対する関心を高めるため、業種説明会や現場見学会
等の機会を設定し、退職予定自衛官に活用を促す。

・退職予定自衛官の再就職後の早期離職を防止する観点から、協力し
てインターンシップ等の機会を設定し、退職予定自衛官に活用を促す。

職業訓練等の充実

・防衛省は、退職予定自衛官に対する職業訓練の充実・強化にあたり、
建設業及び建設関連業に再就職する際に有用な資格の取得等に向け
た必要な検討及び取組を行う。

自衛隊における人材確保の取組
・業界団体は、情報掲示の場を提供するなどの協力を行う。

・業界団体は、自衛官等を志望する者などに関する情報を得た場合は、
乙の地方組織のうち最寄りの自衛隊地方協力本部に当該情報を提供
する。

予備自衛官等制度に関する取組

・業界団体は、防衛省の行う予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自
衛官補の制度の周知及び募集等の活動に必要な協力を行う。。

・業界団体は、建設業及び建設関連業において予備自衛官、即応予
備自衛官又は予備自衛官補たる従業員を雇用している場合、当該従
業員が訓練等に出頭しやすい環境の構築に努める。



３．処遇改善に向けた取組
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関東地方整備局では、令和６年４月から適用された罰則付き時間外労働規制をはじめとした働き方改革について、令和5年度から引き続
き厚生労働省との連携しながら建設業関係団体と意見交換等を行い、働き方改革が推進されるよう主に以下の取組を実施しており、令和７
年度も継続して実施。

働き方改革を推進するための国土交通省と厚生労働省の連携 【関東管内】

 各都県労働局が事務局となり、令和５年度より、１都８県で建設業労働時間削減推進協議会を開催
 労働局、地方整備局をはじめ、都県、政令市、特殊会社などの各発注機関、建設業団体などが構成員
 各構成員のそれぞれの取組状況を確認し、発注者、関係団体、行政機関が緊密に連携し、各都県の建設業における時間外労働

の削減、働き方改革の推進を図ることを目的としている
 令和７年度においても継続して実施。今年度は特に⺠間発注者団体に対して、時間外労働の削減や適正な⼯期設定等について、

各構成員が連携し働きかけを実施していく予定

① 建設業関係労働時間削減推進協議会の開催

 各地の労働基準監督署が事務局となり、建設企業を対象とした改正労働基準法の説明会を開催
 令和７年度は「適正⼯期ガイドブック」及び説明動画資料を提供。

② 建設企業に対する労働時間等説明会の開催

厚生労働省の取り組みに国土交通省が参画

【Ｒ7年度の各地の開催実績】

関東地方整備局
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③ 管内労働局との連名文書の発出
 各都県内区市町村及び主要⺠間団体へ働き方改革等の実現に向けた協⼒依頼⽂書を発出

R7.6.20山梨R7.6.18☆群馬R7.6.16☆⻑野R7.6.13☆千葉R7.5.19東京

R7.7.3茨城R7.6.25埼玉R7.6.24☆神奈川R7.6.23☆栃木

※ ☆印は⺠間発注者団体（商⼯会・経営者協会等）参加協議会

R7.8.4千葉R7.9.1埼玉R7.11.28群馬ー栃木R7.9.22茨城

R7.8.26⻑野R7.10.24山梨R8.1.14神奈川R7.5.13東京

【連名⽂書発出状況】 ※ 栃木は建設業関係労働時間削減推進協議会名で⽂書発出予定



入札契約適正化キャラバン 市区町村の入札契約適正化に向けた地方整備局等による働きかけ

○各地方整備局等において、入札契約の取組が遅れている市区町村に対し、個別訪問による働きかけを実施
（全国１０ブロック、地方整備局等単位）。

○令和７年度は週休２日工事の実施を重点テーマに、約１００団体に対して実施（令和７年９月～）。
注）重点テーマは毎年度選定。働きかける内容及び手法は各市区町村の取組状況等による差異あり。

●令和７年度 キャラバン実施地域●令和７年度 キャラバン実施概要

個別対話型の働きかけを通じ、週休２日工事の導入及び拡大の加速化を目指す。

重点項目

入札契約適正化キャラバン（各地方整備局等）

九州地方整備局
約１５団体

内閣府沖縄総合事務局
約１０団体

四国地方整備局
約１０団体

中国地方整備局
約１０団体

近畿地方整備局
約１５団体

東北地方整備局
約１０団体

北海道開発局
約１０団体

北陸地方整備局
約２団体

目的・趣旨

市区町村における週休２日工事の実施＊
＊週休２日⼯事または週休２日交替制⼯事を１件以上実施していることを指す。

実施内容

入札契約の取組が遅れている市区町村への働きかけの加速化

市区町村を直接訪問し、令和７年度中の週休２日⼯事の実施を
中心に適正化を働きかけたうえで、フォローアップを実施。
※都道府県との連携（調整・情報共有等）のうえ実施。必要に応じ、その他の適正⼯期や円滑
な価格転嫁（スライド）、ダンピング対策、施⼯時期の平準化等についても働きかけを実施。

実施主体

各地方整備局等建政部 入札契約適正化担当者
対象自治体

全国計 約１００団体＊ （ブロック別内訳は右図参照）
＊Ｒ７週休２日⼯事実施率７０％未満が見込まれる地域及びＲ６同実施率３０％未満の地域の
うち、週休２日⼯事未実施の団体を中心として選定。

中部地方整備局
約５団体

関東地方整備局
約１５団体
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（1）建設業取引の適正化に関する普及・啓発活動
・ポスター掲示（関東地⽅整備局管内(５４事務所＋本局)、１都８県建設部局、各都県業界団体(７６団体)）
・ホームページ等を通じた広報（関東地⽅整備局ＨＰ、Ｘ(旧Twitter)毎週投稿、他機関YouTubeチャンネルへリンク）

（2）建設企業等を対象とした講習会の開催
・関東地⽅整備局ｗｅｂ講習会 （オンデマンド配信）
・管内都県での講習会等での説明（東京建設業協会（R7.11.14、web開催）、⼭梨県/⼭梨県建設業協会/⼭梨県建設産業団体連合会
（R7.11.18、⼭梨県地場産業センター）、⻑野県/⻑野県建設業協会（配信時期10⽉下旬〜12⽉下旬、web配信）））

（3）建設Gメンによる調査等の実施 ８９件（昨年５５件）
①建設Gメン調査 ６０件実施 →指導件数 ４５件

〇材料費・労務費等の内訳明示した材料費等記載⾒積書を作成していない
〇資材価格の変動等による⼯事内容⼜は請負代⾦の変更、その額の算定⽅法が請負契約書に明記されていない
〇契約書に法定記載事項が網羅されていない 等

②⽴⼊検査 ２５件実施 →指導件数 ２０件（文書勧告５件、口頭指導 １５件）
〇⾒積依頼（口頭での依頼、法定の⾒積期間を設けていない）
〇着⼯後契約
〇書面合意のない⾚伝処理
〇不適切な⽀払い期間（引渡の申し出の⽇から５０⽇を超えた⽀払い） 等

③都県許可業者への合同⽴⼊検査 ４件実施（茨城県３件、千葉県１件）

建設業法令遵守推進本部の活動

建設業取引適正化推進期間活動報告 （令和７年１０月１日～１２月３１日）

建設業取引の適正化に関する普及・啓発活動など
【ポスターの掲示】

【ＳＮＳによる情報発信】

【各種講習会】【Ｗｅｂ講習会(オンデマンド配信)】 のべ10,378View

東京建設業協会での説明会
期間中１，６７７回視聴
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関東地方整備局
建設業法違反通報窓口 「駆け込みホットライン」

18国⼟交通省HP ☞ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000194.html



関東地方整備局
参考）適正工期に関するチラシ

19関東地⽅整備局HP ☞ https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000897735.pdf



関東地方整備局
参考）誠実協議に関するチラシ

20関東地⽅整備局HP ☞ https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000922587.pdf


